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関係資料 

 

市街地再開発事業について 

 

1 第一種市街地再開発事業の組合施行とは 

市街地再開発事業を行うために、区域内の地権者全員で構成された組合を設立し、事業

を実施する。都市再開発法に基づき、定款や事業計画を定めて、都知事が設立を認可する

ことで、事業の実施主体（施行者）となる。 

再開発組合は、組合員の総会で意思決定を行い、理事会にて事業を執行する。 

 

 

2 再開発における説明・合意形成等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 委 員 会 資 料 

令和 6 年 9 月 2 4 日 

都市環境部都市開発課 

組合設立 

事業認可 

初動期 

都市計画 

・権利者の合意形成 

近隣説明会 等 

 ・権利者（土地所有者・借地人） 

の同意取得 

（都市再開発法第 14 条） 

・認可手続き 

 同意の確認・事業計画縦覧、 

意見書の受理等 

（都市再開発法第 16 条・17 条） 

事業実施 

・都市計画原案および案の縦覧・ 

説明会・意見書受付 

（都市計画法第 16 条・17 条） 

 

行 政 
準備組合 

（権利者主体組織） 

 ・権利者（土地所有、借地人等） 

に説明会等周知実施 

（都市再開発法第 67 条） 

※設立認可後は組合 


